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３ 愛知県・名古屋市での節水努力の呼びかけ 
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【愛知県・名古屋市での節水努力の呼びかけ】 

 

○ 広報活動のとりまとめ 

  愛知県では、令和５年度に次のとおり「水の大切さ」や「節水」等を呼びかける

広報活動を行った。 

 

愛知県における節水ＰＲ等に関する取組状況について 

部 局 名 取 組 内 容 備 考 

建設局 

 水資源課 
○ホームページで節水型社会の形成に向けてのＰＲ ⇒資料① 

○節水ステッカーによる節水の啓発 ⇒資料② 

経済産業局 

産業立地通商課 
○「工業用水施策のあらまし」ホームページ掲載 ⇒資料③ 

農林基盤局 

農地計画課 
○「あいちの農業用水展」開催 ⇒資料④ 

企業庁 

水道計画課 

水道事業課 

○パンフレット・パネル展示等による節水啓発 ⇒資料⑤ 

○水道週間の各イベントにおける節水の啓発 ⇒資料⑥ 

○小学 4年生を対象とした出張講座 ⇒資料⑦ 

○ホームページに水源状況の掲載 ⇒資料⑧ 

○水道事務所における水源状況の掲示 ⇒資料⑨ 
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No.1

男 女 １ 年 ２ 年 ３ 年 不 明
校 編 名 名 名 名 名 名

第1回
（昭和54年度）

12 349 入選 1

最優秀賞 1
第2回 優秀賞 4
（昭和55年度） 入選 6

計 11
最優秀賞 1

第3回 優秀賞 4
（昭和56年度） 入選 18

計 23
最優秀賞 1

第4回 優秀賞 4
（昭和57年度） 入選 10

計 15
最優秀賞 1

第5回 優秀賞 4
（昭和58年度） 入選 6

計 11
最優秀賞 1

第6回 優秀賞 4
（昭和59年度） 入選 10

計 15
最優秀賞 1

第7回 優秀賞 4
（昭和60年度） 入選 10

計 15
最優秀賞 1

第8回 優秀賞 4
（昭和61年度） 入選 5

計 10
最優秀賞 1

第9回 優秀賞 4
（昭和62年度） 入選 5

計 10
最優秀賞 1

第10回 優秀賞 4
（昭和63年度） 入選 5

計 10
最優秀賞 1

第11回 優秀賞 4
（平成元年度） 入選 10

計 15
最優秀賞 1

第12回 優秀賞 4
（平成2年度） 入選 5

計 10
最優秀賞 1

第13回 優秀賞 4
（平成3年度） 入選 5

計 10
最優秀賞 1

第14回 優秀賞 4
（平成4年度） 入選 5

計 10
最優秀賞 1

第15回 優秀賞 4
（平成5年度） 入選 5

計 10

28 439 164

3511316

性 別応 募
学 校 数

応募総数
学 年 別

30

編

国 の 表 彰

1

1

入選

表 彰 数

編

知 事 表 彰

275 191 129 119

83 46 22

168 58 101

9126 335 127 208 78 166

30 574 219

26 254 86

全日本中学生水の作文コンクール実績（愛知県分）

381 288 121 18931 598

2

1

公団総裁賞

30 320 112

1

1

355 245 184 145

217

208 112 123 85

507 401 384 13125 916 409

503 729

31525 704 291 413 239 150

501 403 328

440 400 30852 1,148 518

50 1,232

630

270 206 258

36 383

35 734 346 388

135 248 139 143 101

33 988 444 544 191 391 406

1
全日本中学校
長会会長賞

該当なし

1

1

2

1

入選

入選

入選

入選

該当なし

1

入選

入選 1

入選

入選

入選

入選95

応 募 状 況
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No.2

男 女 １ 年 ２ 年 ３ 年 不 明

性 別応 募
学 校 数

応募総数
学 年 別

国 の 表 彰

表 彰 数

知 事 表 彰

応 募 状 況

最優秀賞 1
第16回 優秀賞 4
（平成6年度） 入選 5

計 10
最優秀賞 1

第17回 優秀賞 4
（平成7年度） 入選 5

計 10
最優秀賞 1

第18回 優秀賞 4
（平成8年度） 入選 4

計 9
最優秀賞 1

第19回 優秀賞 4
（平成9年度） 入選 5

計 10
最優秀賞 1

第20回 優秀賞 4
（平成10年度） 入選 5

計 10
最優秀賞 1

第21回 優秀賞 4
（平成11年度） 入選 5

計 10
最優秀賞 1

第22回 優秀賞 4
（平成12年度） 入選 5

計 10
最優秀賞 1

第23回 優秀賞 4
（平成13年度） 入選 5

計 10
最優秀賞 1

第24回 優秀賞 4
（平成14年度） 入選 6

計 11
最優秀賞 1

第25回 優秀賞 3
（平成15年度） 入選 6

計 10
最優秀賞 1

第26回 優秀賞 4
（平成16年度） 入選 5

計 10
最優秀賞 1

第27回 優秀賞 4
（平成17年度） 入選 5

計 10
最優秀賞 1

第28回 優秀賞 4
（平成18年度） 入選 5

計 10
最優秀賞 1

第29回 優秀賞 4
（平成19年度） 入選 5

計 10
最優秀賞 1

第30回 優秀賞 4
（平成20年度） 入選 5

計 10

2

79 102

143

81

2

525 259

124

1

176 97 155

390 234

50

1

35 358883

30 940 454

該当なし

486 442 244 254

28 300

139 208 166

189

該当なし

141 137

17 393 167

優秀賞（中央審
査会特別賞）

226 208 81 104

25 347

28 719 306

該当なし

413 234 374 111

15 330

13 222 105

10 238 128

53

171

110 74 87 77

3301716 518 262

10 371 198 177

256

13 430 - 144 104

入選

該当なし

入選173 37 127 30

入選

117 88

4

1

1

1

該当なし

該当なし

13 385 -

- 178

 該当なし

- 49 188 148

入選

11 530 - 77 325

12 833 - 294

該当なし

入選

該当なし

- 128

- 348 189

48
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No.3

男 女 １ 年 ２ 年 ３ 年 不 明

性 別応 募
学 校 数

応募総数
学 年 別

国 の 表 彰

表 彰 数

知 事 表 彰

応 募 状 況

最優秀賞 1
第31回 優秀賞 2
（平成21年度） 入選 5

計 8
最優秀賞 1

第32回 優秀賞 2
（平成22年度） 入選 5

計 8
最優秀賞 1

第33回 優秀賞 2
（平成23年度） 入選 6

計 9
最優秀賞 1

第34回 優秀賞 2
（平成24年度） 入選 5

計 8
最優秀賞 1

第35回 優秀賞 2
（平成25年度） 入選 5

計 8
最優秀賞 1

第36回 優秀賞 2
（平成26年度） 入選 5

計 8
最優秀賞 1

第37回 優秀賞 4
（平成27年度） 入選 1

計 6
最優秀賞 1

第38回 優秀賞 4
（平成28年度） 入選 3

計 8
最優秀賞 1

第39回 優秀賞 4
（平成29年度） 入選 3

計 8
最優秀賞 1

第40回 優秀賞 4
（平成30年度） 入選 2

計 7
最優秀賞 1

第41回 優秀賞 3
（令和元年度） 入選 3

計 7
最優秀賞 1

第42回 優秀賞 4
（令和２年度） 入選 3

計 8
最優秀賞 1

第43回 優秀賞 4
（令和3年度） 入選 3

計 8
最優秀賞 1

第44回 優秀賞 4
（令和4年度） 入選 3

計 8
最優秀賞 1

第45回 優秀賞 3
（令和5年度） 入選 3

計 7

6

優秀賞（環境大臣賞）

2
入選

9 15 - - 1 8

7

優秀賞（水の週間実
行委員会会長賞）

2
入選

10 16 - - 2 7

22

優秀賞（独立行政法
人水資源機構理事長
賞）

2
入選

7 26 - - 0 4

36 入選 26 128 - - 48 44

該当なし

12 333 - - 74 104 155 該当なし

305 - - 120 62 123

入選

23

優秀賞（独立行政法
人水資源機構理事長
賞）

1- 238 140 242

1
最優秀賞（国土
交通大臣賞）

11

84 222 79

17 165 -

19 620 -

13 385 - -

- 87 55
入選

1

1

231 - -

該当なし119 46 93

124 52 55 入選 2

11 258 - -

8

67 該当なし6 216 - - 72 77

28 2

優秀賞（厚生労働大
臣賞）

優秀賞（全日本中学
校長会会長賞）

9 184 - - 58 98

11

優秀賞（農林水産大
臣賞）

2
入選

12 15 - - 2 2

1 11 入選5 7 - - 2 3
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水は限りある貴重な資源です。 

このステッカーは県民のみなさんに水を大切に使っていただくために作成したものです。 
希望される方は、当課まで、メールまたはお電話でお問い合わせください。 

なお、数に限りがあり在庫終了の場合もありますので、ご了承ください。 

 

昭和５７年度 昭和５８年度 昭和５９年度 昭和６０年度

昭和６１年度 昭和６２年度 昭和６３年度 平成元年度

平成２年度 平成３年度 平成４年度 平成５年度

平成６年度 平成７年度 平成８年度 平成９年度

平成１０年度 平成１１年度 平成１３年度 平成１４年度

平成１５年度    

1/2 ページ節水ステッカー一覧

2013/02/05file://\\10.1.11.69\land-water-2\02 企画Ｇ\ホームページ\過去ページ\land-water(201...

資料②
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家庭でできる簡単な節水方法のページへ 

 
水資源対策のページに戻る 

土地水資源課のトップページに戻る 

愛知県のホームページに戻る 

   

2/2 ページ節水ステッカー一覧

2013/02/05file://\\10.1.11.69\land-water-2\02 企画Ｇ\ホームページ\過去ページ\land-water(201...
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◆ 工業用水施策のあらまし ◆ 
 

 

 

 

水の使用合理化とは、水を使用して、ある仕事を行う場合、その使用量をその作業に適し

た必要最小限に抑える合理的な使用方法に改善することです。 

 

“なぜ使用合理化が必要なのでしょうか。” 

１．地下水の保全に役立つからです。 

良質・安価で豊富な地下水は、重要な資源ですが、使いすぎてしまうと、地下水位の低

下や地下水の塩水化、更には、地盤沈下等の障害が生じます。 

２．水需給の安定化を図ることができるからです。 

新たな水資源開発が長期化、困難化する中、近年の降水状況のもとでは、しばしば節水

が行われています。水は、有限で貴重な公共財という認識が必要です。 

３．用排水コストの削減を図ることができるからです。 

用水コストは無論のこと、都市部等では排水に対しかなり高額な下水道料金が必要とな

ります。合理化による節水は、下水道料金の節約にもなります。 

 

 

 

＜１＞工業用水関連融資制度 

愛知県、国等では、公害防止、省資源・省エネルギーを推進するため、工業用水が節水できる設備

を設置されるみなさんに対して、特別利率の融資制度を設けております。 

なお、ここで紹介していますのは融資の概略であり、詳細については各問合せ先へお尋ねください。 

また、各融資制度の貸付限度額、利率、対象設備については、令和５年１１月１日現在であり、改

訂されることがありますので、ご承知おきください。 

工業用水の使用合理化 
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＜２＞工業用水使用合理化の相談・指導機関 

工業用水の使用合理化を実施しようとする事業所のため、次の機関において相談・技術指導を行っ

ていますのでご利用ください。 

 名 称 所 在 地 電 話 番 号 

愛
知
県 

経済産業局産業部産業立地通商課 〒460-8501 名古屋市中区三の丸 3-1-2 052-954-6342 

あいち産業科学技術総合センター 〒470-0356 豊田市八草町秋合 1267-1 0561-76-8301 

 

産業技術センター 〒448-0013 刈谷市恩田町 1-157-1 0566-24-1841 

同  常滑窯業試験場 〒479-0021 常滑市大曽町 4-50 0569-35-5151 

同  三河窯業試験場 〒447-0861 碧南市六軒町 2-15 0566-41-0410 

同  瀬戸窯業試験場 
〒489-0965 瀬戸市南山口町 537 

※令和６年４月移転予定 
0561-21-2116 

食品工業技術センター 〒451-0083 名古屋市西区新福寺町 2-1-1 052-325-8091 

尾張繊維技術センター 〒491-0931 一宮市大和町馬引字宮浦 35 0586-45-7871 

三河繊維技術センター 〒443-0013 蒲郡市大塚町伊賀久保 109 0533-59-7146 

団

体 

一般財団法人 

造水促進センター 技術部 

〒103-0003 

東京都中央区日本橋横山町 4-5 福田ビル４階 
03-5644-7565 

公益社団法人 

日本技術士会 中部本部 

〒450-0002 

名古屋市中村区名駅 5-4-14 花車ビル北館 6 階 
052-571-7801 

＜３＞工業用水道事業の概要 

工業用水道は、工業用水道事業法に基づいて、工業用水道事業者が、その給水区域における需要者

に供給するものです。工業用水道は上水道に比べるとその処理過程は簡単ですが、できるだけ良質の

水が、供給できるよう努力が払われています。 

事 業 名 
基 本 料 金 
（円/㎥） 

給 水 能 力 
(千㎥/日) 

給 水 区 域 

県

営 

尾張 30 150 

一宮市、津島市、江南市、稲沢市、愛西市、清須市（H17.7.6 における

旧清洲町の区域）、弥富市、あま市、大治町、蟹江町、飛島村 

【８市２町１村】 

愛知用水 29.5 845.6 

名古屋市（港区及び南区の一部）、豊田市（H17.3.31 における豊田市の

区域）、東海市、大府市、知多市、みよし市、阿久比町、東浦町 

【６市２町】 

西三河 32 300 

岡崎市の一部、半田市、碧南市、刈谷市、豊田市（H17.3.31 における

豊田市の区域）、安城市、西尾市（H23.3.31 における西尾市及び旧吉良 

町の区域）、高浜市、みよし市、東浦町、武豊町、幸田町 

【９市 3 町】 

東三河 32 118 
豊橋市、豊川市（H20.1.14 における旧御津町の区域）、蒲郡市、 

田原市（H15.8.19 における旧田原町の区域）【４市】 

小計 － 1,413.6 計２５市、6 町、１村（内２市、１町は重複区域） 

市
営 

名古屋市 25.5 97 
名古屋市(中村区、熱田区、〔北区、西区、瑞穂区、中川区、港区、南区〕

の一部) 

新城市 36 3.5 新城市（八束穂及び有海の各一部） 

合 計 － 1,514.1  

ただし、料金には消費税、地方消費税が加算されます。 

〈工業用水についての担当窓口一覧〉 

事 業 別 名 称 所 在 地 電 話 番 号 

県営工業用水道事業共通 
企業庁水道部水道事業課 

工水維持グループ 

〒460-8501 

名古屋市中区三の丸 3-1-2 
052-954-6685 

名古屋市工業用水道事業 
名古屋市上下水道局技術本部 

施設部施設管理課 

〒460-8508 

名古屋市中区三の丸 3-1-1 
052-972-3790 

新城市工業用水道事業 

 ※令和 7 年度末給水終了

予定 

新城市上下水道部経営課 
〒441-1392 

新城市字東入船 115 
0536-23-7645 
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参考１ 県営工業用水道事業別水利系統図 
 

 

 

愛知用水工業用水道事業 

 

矢作ダム 

開発水量 
2.67 ㎥/S 

矢作川 

阿木川ダム 

犬山共同 
取水口 

兼山 
取水口 

岩倉 
取水口 

尾張東部浄水場(東郷) 
上野浄水場 
知多浄水場 

開発水量 
牧尾ダム   5.911 ㎥/S 
阿木川ダム 2.098 ㎥/S 
味噌川ダム 0.731 ㎥/S 

給水区域 
名古屋市(港区、南区の一部)、 
豊田市（H17.3.31 における 
豊田市の区域）、東海市、大府市、 
知多市、みよし市、阿久比町、 
東浦町 

給水能力 
845.6 千㎥/日 

木曽川 

牧尾ダム 

味噌川ダム 
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尾張工業用水道事業 

 

 

西三河工業用水道事業 

 

 

東三河工業用水道事業 

 

 

岩屋ダム 
木曽川 
大堰 

尾張西部浄水場 

開発水量 
3.78 ㎥/S 

給水区域 
一宮市、津島市、江南市、稲沢市、 
愛西市、清須市（H17.7.6 におけ
る旧清洲町の区域）、 
弥富市、あま市、大治町、蟹江町、 
飛島村 

給水能力 
150 千㎥/日 

木曽川 

矢作ダム 
明治用水 
頭首工 

安城浄水場 

開発水量 
4.02 ㎥/S 

給水区域 
岡崎市の一部、半田市、碧南市、刈谷市、 
豊田市(H17.3.31 における豊田市の 
区域）、安城市、西尾市（H23.3.31 
における西尾市及び旧吉良町の区域）、 
高浜市、みよし市、東浦町、武豊町、 
幸田町 

給水能力 
300 千㎥/日 

矢作川 

宇連ダム 
大野 

頭首工 

豊橋南部浄水場 

開発水量 
2.028 ㎥/S 

給水区域 
豊橋市、 
田原市（H15.8.19 におけ
る旧田原町の区域） 

給水能力 
118 千㎥/日 

豊 川 
牟呂松原 
頭首工 

給水区域 
豊橋市、豊川市（H20.1.14
における旧御津町の区域）、
蒲郡市 

蒲郡浄水場（工水） 
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参考２ 愛知県内の揚水規制と揚水量の経年変化 

 

○工業用水法 ○条例 

  

  

○水量測定器設置と揚水量報告が義務づけられている区域 
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地下水揚水規制の概要 

 

 工業用水法 県民の生活環境の 

保全等に関する条例 

市民の健康と安全を確保する 

環境の保全に関する条例 

経過 
Ｓ35.6.17 

Ｓ59.7.5 

名古屋地域揚水規制 

尾張地域揚水規制 

Ｓ49.9.30 

Ｓ51.4.1 

揚水規制 

区域拡大 
Ｓ49.11.16 揚水規制 

規制地域 

名古屋地域 

名古屋市南区の一部、港区の一部 

尾張地域 

一宮市始め尾張 1１市町村 

第一規制区域…稲沢市以南 

第二規制区域…一宮市等 

第三規制区域…春日井市等 

名古屋市全域 

規制対象 

用 途 
工業用 

家事用を除く全用途 

ただし、工業用水法適用のものは除く 
（左に同じ） 

許可基準 

名古屋地域 

地 域 

揚水機の吐

出口の断面

積(㎠) 

ス ト レ ー

ナ ー の 位 置

(地表面下 m) 

南区、港区 

（堀川以西の

地域及び潮見

町を除く。） 

46 以下 80 以深 

46 を超え

るもの 
300 〃 

上 に 挙 げ る

地 域 以 外 の

地域 

46 以下 90 以深 

46 を超え

るもの 
180 〃 

 

尾張地域 

(1) ストレーナーの位置 

地表面下 10ｍ以浅又は 2,000

ｍ以深であること 

(2) 揚水機の吐出口の断面積 

6 ～ 19 ㎠ ( 直 径 2.76 ～

4.91cm)であること 

(1) ストレーナーの位置 

地表面下 10ｍ以浅であること 

(2) 揚水機の吐出口の断面積 

６ ～ 19 ㎠ ( 直 径 2.76 ～

4.91cm)であること 

(3) 揚水機の原動機の定格出力 

2.2kW 以下であること 

(4) １日当たりの事業所総揚水量 

350 ㎥以下であること 

（左に同じ） 

その他 
許可井戸の使用者は、井戸使用状況報

告の義務 

揚水機の吐出口の断面積（２つ以上の

揚水設備がある場合はその合計）が

19 ㎠を超えるものは、水量測定器設

置、揚水量報告義務 

（左に同じ） 

揚水設備以外の設備（断面積が６㎠以

下のもの）のうち家事用のもの以外の

設置届出・揚水量報告義務 

地下掘削工事の届出及びその際の地

下水のゆう出量の報告義務 

 

 

問 合 せ 先 

地下水採取に関する規制、水量測定器の設置、融資制度についての問合せ、ご相談は、

下記の機関で取扱っています。 

1）工業用水法尾張地域及び県民の生活環境の保全等に関する条例 

所轄の県民事務所等環境保全課 

愛知県環境局環境政策部水大気環境課生活環境地盤対策室 TEL（052）954－6224 

2）工業用水法名古屋地域及び市民の健康と安全を確保する環境の保全に関する条例 

名古屋市環境局地域環境対策課 TEL（052）972－2675 
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愛知県の地下水総揚水量 

 
（注）四捨五入のため、合計が合わない場合がある。 

尾張地域地下水総揚水量 

 
（注）工業用水法及び県民の生活環境の保全等に関する条例の規制区域 19 市町村。 

資料：県環境局 
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参考３ 工場・事業場に対する排水規制等について 

 

１ 排水規制の概要 

水質汚濁防止法（以下「法」という。）により、汚水又は廃液を排出する施設として種々

の特定施設が定められています。特定施設を設置する製造業、サービス業等の工場・事

業場（特定事業場）からの排出水には、濃度規制と総量規制が適用されており、その概

要は表１のとおりです。 

濃度規制では、カドミウム、シアン等の有害物質及び pH、BOD 等の生活環境項目に

ついて全国一律の排水基準が定められており、本県では、水質保全を一層推進するため、

条例により全国一律の排水基準より厳しい上乗せ排水基準を定めています。 

また、総量規制では、COD、窒素及びりんが規制項目として定められています。 

 

表１ 愛知県における排水規制等の概要 

 物質又は項目名 規制時期 根 拠 適用対象 

濃
度
規
制 

有
害
物
質 

カドミウム、シアン、有機
燐、鉛、六価クロム、砒素、
水銀、アルキル水銀 

S46.6.24 

水質汚濁防止法 全ての特定事業場 

ポリ塩化ビフェニル S50.3.1 

トリクロロエチレン、テト
ラクロロエチレン 

H1.10.1 

ジクロロメタン、四塩化炭
素、1,２-ジクロロエタン
ほか 10 物質 

H6.2.1 

ほう素、ふっ素、アンモニ
ア・アンモニウム化合物・
亜硝酸化合物及び硝酸化
合物 

H13.7.1 

1,４-ジオキサン H24.5.25 

生
活
環
境
項
目 

pH、BOD、COD、SS、油
分(鉱油類、動植物油脂類)、
フェノール類、銅、亜鉛、
溶解性鉄、溶解性マンガ
ン、クロム、大腸菌群数 

S46.6.24 水質汚濁防止法 日平均排水量が 50m3 以上である特定事業場 

S47.4.1 上乗せ条例 
日平均排水量が 50m3 又は 20m3 以上である
特定事業場（特定施設の設置時期、水域、業種
等により異なる。） 

窒素、燐 

S60.7.15 

水質汚濁防止法 

日平均排水量が50m3以上であって環境大臣が
定める湖沼（牧野ケ池、油ケ淵ほか）及びその
流入河川に排出する特定事業場 

H5.10.1 
日平均排水量が50m3以上であって環境大臣が
定める海域（伊勢湾）及びその流入河川に排出
する特定事業場 

総
量
規
制 

 
COD S55.7.1 

水質汚濁防止法 
指定地域内の特定事業場で日平均排水量が
50m3 以上であるもの（指定地域内事業場） 

窒素、りん H14.10.1 

指
導
値 

 
COD S56.7.1 

小規模事業場等 
排水対策指導要領 

指定地域内の特定事業場で日平均排水量が
50m3 未満であるもの等 

窒素、りん H15.10.1 

(注) 上乗せ条例：水質汚濁防止法第３条第３項に基づく排水基準を定める条例 
指 定 地 域：北設楽郡の一部と渥美半島の太平洋側の一部を除くほぼ全域          資料：県環境局 
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２ 伊勢湾の水質浄化に対する取組 

閉鎖性水域である伊勢湾の水質改善を図るため、昭和 55 年から有機汚濁物質の指標

である COD と、平成 14 年から富栄養化の原因物質である窒素及びりんについて、国

が定めた総量削減基本方針に基づき、総量削減計画を推進しており、令和４年には第 9

次の計画を策定しています。 

また、総量規制基準が適用されない小規模事業場に対しては、小規模事業場等排水対

策指導要領を定め、COD、窒素及びりんについて汚濁負荷量の削減を指導しています。 

 

表２ 総量削減計画の経緯 

資料：県環境局 

総量規制基準は、事業所を 215 種の業種その他の区分に分類し、その区分ごとに定め

られた化学的酸素要求量（COD）、窒素含有量及びりん含有量の値（Ｃ値）と、特定排出水

の最大排水量によって以下のとおり算定されます。 

１ 法第４条の５第１項の規定による総量規制基準は、次に掲げる算式により算定した汚

濁負荷量となります。 

Ｌ＝Ｃ・Ｑ×10－３ 

この式において、Ｌ、Ｃ及びＱは、それぞれ次の値を表したものとします。 

 

Ｌ 排出が許容される汚濁負荷量（㎏／日） 

Ｃ 化学的酸素要求量、窒素含有量及びりん含有量に係る業種その他の区分及び

その区分ごとの値（該当告示※の別表第３欄（1）に掲げる値）（㎎／ℓ） 

Ｑ 特定排出水の量（㎥／日） 

  
総量削減計画 

策定年月 目標年度 

削減目標 

削減目標量 実績負荷量 
計画策定時 

の実績 

第 1 次 COD 昭和 55 年 4 月 昭和 59 年度 172ｔ／日 163ｔ／日 163ｔ／日 

第 2 次 COD 昭和 62 年 5 月 平成元年度 163ｔ／日 153ｔ／日 153ｔ／日 

第 3 次 COD 平成 3 年 3 月 平成 6 年度 153ｔ／日 142ｔ／日 136ｔ／日 

第 4 次 COD 平成 8 年 7 月 平成 11 年度 136ｔ／日 127ｔ／日 122ｔ／日 

第 5 次 

COD 

平成 14 年 7 月 平成 16 年度 

122ｔ／日 110ｔ／日 104ｔ／日 

窒素 78ｔ／日 73ｔ／日 70ｔ／日 

りん 8.7ｔ／日 7.6ｔ／日 6.1ｔ／日 

第 6 次 

COD 

平成 19 年 6 月 平成 21 年度 

104ｔ／日 93ｔ／日 90ｔ／日 

窒素 70ｔ／日 66ｔ／日 63ｔ／日 

りん 6.1ｔ／日 5.4ｔ／日 5.0ｔ／日 

第７次 

COD 

平成２４年２月 平成 2６年度 

90ｔ／日 82ｔ／日 79ｔ／日 

窒素 63ｔ／日 62ｔ／日 58ｔ／日 

りん 5.0ｔ／日 4.9ｔ／日 4.6ｔ／日 

第 8 次 

COD 

平成２９年６月 令和元年度 

79ｔ／日 74ｔ／日 73ｔ／日 

窒素 58ｔ／日 57ｔ／日 56ｔ／日 

りん 4.6ｔ／日 4.4ｔ／日 4.5ｔ／日 

第９次 

COD 

令和４年 10 月 令和６年度 

73ｔ／日 70ｔ／日 — 

窒素 56ｔ／日 55ｔ／日 － 

りん 4.5ｔ／日 4.4ｔ／日 － 
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２ 法第４条の５第２項の規定に基づき、前項の総量規制基準に代えて適用する総量規制

基準は、次に掲げる算式により算定した汚濁負荷量となります。 

Ｌ＝（Ｃｊ・Ｑｊ＋Ｃｉ・Ｑｉ＋Ｃｏ・Ｑｏ）×10－３ 

この式において、Ｌ、Ｃｊ、Ｃｉ、Ｃｏ、Ｑｊ、Ｑｉ及びＱｏは、それぞれ次の値を表し

たものとします。（ただし、窒素含有量及びりん含有量の場合は上記算式のうち、Ｃｊ、Ｑ

ｊに該当するものはありません） 

 

Ｌ  排出が許容される汚濁負荷量（㎏／日） 

Ｃｊ 該当告示※の別表（3）に掲げる値（㎎／ℓ） 

Ｃｉ 該当告示※の別表（2）に掲げる値（㎎／ℓ） 

Ｃｏ 該当告示※の別表（1）に掲げる値（㎎／ℓ） 

Ｑｊ 平成３年７月１日以後に特定施設の設置又は構造等の変更により増加す

る特定排出水の量（窒素含有量及びりん含有量の場合を除く）（㎥ ／日） 

Ｑｉ 昭和 55 年７月１日から平成３年６月 30 日までの間（窒素含有量及び

りん含有量の場合は、平成 14 年 10 月１日以後）に特定施設の設置又は

構造等の変更により増加する特定排出水の量（㎥ ／日） 

Ｑｏ 特定排出水の量（Ｑｊ及びＱｉを除く）（㎥ ／日） 

 

※該当告示 

項目 該 当 告 示 

COD 平成 29 年 愛知県告示 第 286 号 

窒 素 平成 29 年 愛知県告示 第 287 号（一部改正 令和４年 愛知県告示第 427 号） 

り ん 平成 29 年 愛知県告示 第 288 号（一部改正 令和４年 愛知県告示第 428 号） 

 

３ 地下水汚染未然防止のための取組 

平成 24 年 6 月 1 日に施行された改正水質汚濁防止法により、有害物質（※）による

地下水の汚染を未然に防止するため、有害物質を使用・貯蔵等する施設の設置者に対し、

公共用水域への水の排出の有無にかかわらず、地下浸透防止のための構造、設備及び使

用の方法に関する基準の遵守、定期点検及び結果の記録・保存が義務付けられています。 

※規制対象となる有害物質は、水質汚濁防止法施行令第 2 条に規定されるカドミウム、

鉛、トリクロロエチレン等の全 28 項目 

 

問 合 せ 先 

排水規制についての問合せ、ご相談は、下記の機関で取り扱っています。 

・所轄の県民事務所等環境保全課 

・名古屋市、豊橋市、岡崎市、一宮市、春日井市、豊田市 環境保全担当 

・愛知県環境局環境政策部水大気環境課 TEL（052）954－6222 

3-3-25



参考４ 渇水の状況 

愛知県では、水の安定供給を図るためダム等の水資源開発に努めています。 

ダム等の水源施設は、経済性を考慮しつつ、概ね 10 年に 1 回程度発生する渇水に

対応できるよう計画されていますが、近年は少雨の年と多雨の年の降水量の差が次第

に大きくなるとともに、集中豪雨が頻発する一方で、梅雨時でも雨が降らないなど、

１年の中でも雨の降り方にばらつきが発生していることから、渇水発生の危険性が高

まっています。 

ここ数年、県内で節水は実施されていないものの、異常気象により、いつ大渇水が

起こるとも限りません。水は生命の源であり、産業活動を支える重要な資源です。こ

の大切な水もけっして豊富でなく、いまや限りある貴重な資源となっていることを十

分認識する必要があります。 

 

 

〈愛知県における近年の節水の状況〉 

年 平成 30 年 令和元年 令和 2 年 令和 3 年 令和４年 

水系 ダム 用途 節水期間 
最 大 

節水率 
節水期間 

最 大 

節水率 
節水期間 

最 大 

節水率 
節水期間 

最 大 

節水率 
節水期間 

最 大 

節水率 

木

曽

川 

牧尾ダム 

生活用水 
 

節

水

な

し 

4.5 

～7.1 

10 

 

節

水

な

し 

 

節

水

な

し 

 

節

水

な

し 

工業用水 20 

農業用水 20 

岩屋ダム 

生活用水   

工業用水   

農業用水   

阿木川ダム 

味噌川ダム 

生活用水   

工業用水   

矢

作

川 

矢作ダム 

生活用水   

工業用水   

農業用水   

豊

川 

宇連ダム 

大島ダム 

生活用水 

4.12 

～６.18 

15 

工業用水 15 

農業用水 15 

資料：県建設局 
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参考５ 工業用水の使用状況（従業者３０人以上の事業所） 

※平成 23 年、平成 27 年及び令和２年のデータは「経済センサス-活動調査」による。その他の年 
は「工業統計調査」または「経済構造実態調査（製造業事業所調査）」による。 

※「平成 29 年工業統計調査」から回収水は調査対象外となったため、平成 28 年以降の回収水の
データはない（令和２年の経済センサスによるデータを除く）。 

 
業種別部門別工業用水使用量 
構成比（愛知県・2021 年） 

業種別部門別工業用水使用量 
構成比（全国・2021 年） 

 

 

出典：2022 年経済構造実態調査（製造業事業所調査）（2021 年実績）
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